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●消費生活相談専用電話

（日曜日・祝日及び12月29日～1月3日は除く）※消費者ホットライン局番なし｢188｣でもつながります

06-6614-0999

◆大阪市消費者センターからのお知らせ

大阪市消費者保護条例に違反して不当な取引行為を行っている「きもの松葉」に是正勧告し

ましたが、従わないため、条例に基づき、令和４年９月１日に事業者名等を公表しました。

詳しくは、公表のページをご覧ください。

大阪市内では天神橋店（天神橋筋商店街）が今も営業を続けています。

「きもの松葉」の相談事例や問題点は、令和３年12月17日付けの情報提供をご覧ください。

高齢者に展示会で着物等を次々と販売する

「きもの松葉」が勧告に従わないため公表

被害にあわれた方は、今すぐ大阪市消費者センターにご相談ください！

商品を受け取っていても、問題のある契約であれば返金等を求めることができます！

消費生活
相談窓口

http://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000370871.html
https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000576732.html
https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/page/0000551603.html

